


 

 

中小企業庁・インボイス相談窓口に係る 

相談員募集について 

 
中小企業庁では現在、インボイス制度に関するワン

ストップ相談窓口の設置に向け準備を進めています。 

これは、インボイス制度の円滑な導入に向け、消費

税の免税事業者からのさまざまな相談に対応するため

に設置されるもので、インボイス発行に伴う税負担に

ついての個別相談等に応じる専門家として税理士を募

集しています。 

税務相談業務は税理士にしか行えないことから、税

理士会員各位におかれては、積極的なご登録をお願い

いたします。ただし、相談に当たっては真摯な対応を

心がけ、直前キャンセルや顧客としての勧誘等の不適

切な行為は厳に慎んでください。 

 

【概要】 

・相談方法：原則オンライン相談（Microsoft Teams を使

用。事業者が対応困難な場合、電話相談も可） 

・相談時間：９時～17時の範囲で原則６コマ（１コマ 60 分

以内。昼休憩１時間、各コマ間に 15 分の準備時

間あり） 

・謝  金：原則日当制で 25,000 円（税込） 

・設置期間：令和５年４月～令和６年３月（予定） 

        

日税連会員専用ホームページの「お知らせ」に登録

専用 URL を掲載しています。 

また、窓口事業の概要は、中小企業庁

ホームページで公表されています。 

（中小企業庁ホームページはこちら➡）  

 




